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第 1 章 管理及び学則 

１ 沖縄県立特別支援学校管理規則 

※ 校内サーバーから下記のフォルダにて内容を確認できます。 

サーバー「morikawa」→「管理及び学則」 

→「01 沖縄県立特別支援学校管理規則」 

 

 

 

 

 

第２章 職員の服務・規則等 

 

１ ①職員服務規程 

※ 校内サーバーから下記のフォルダにて内容を確認できます。 

サーバー「morikawa」→「管理及び学則」 

→「02 職員服務規程」 

 



第２章 １ ②教育公務員の服務について

Ⅰ 公務員とは
１ すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。（憲法第１５条）
２ 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、そ

の職責の遂行に努めなければならない。（教育基本法第９条）
３ すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっ

ては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。（地方公務員法３０条）

Ⅱ 公務員としての服務
１ 服務： 職員が服すべき義務をさす。（勤務にあたって守るべき規律）
２ 服務の基本規準（地方公務員法第３０条）

（１）職員が全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務すべきこと。
（２）職員が職務の遂行に当たって、全力を上げてこれに専念しなければならない。

３ 服務上の義務
（１）職務上の義務： （職務を遂行するにあたって守るべき義務）

①服務の宣誓（地方公務員法３１条）
県民全体のために、全力をあげてその職務に尽くすことを宣誓する。（「宣誓書」の提出）

②法令・上司の職務命令に従う義務（地方公務員法３２条）
職務の遂行にあたって法令・条例・規則に従いかつ、上司の職務上の命令に従う義務。

※教員の上司～教育委員会は教員の服務を監督する「監督権」をもつ（地方教育行政法
４３条）

上司・・校長、副校長、教頭、事務長及び教育委員会
③職務専念の義務（地方公務員法３５条）～全体の奉仕者として、勤務時間及び職務上の

注意力の全てを職務遂行のために用いる義務を負う。
（２）身分上の義務～（職員たる身分を有するため当然守るべき義務）

＜職務を離れても守る → 勤務時間外も該当＞
①信用失墜行為の禁止（地方公務員法３３条）～職員は、その職の信用を傷つけ又は職員

の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
※収賄、プレゼント、リベート、飲酒による粗暴な行為、ギャンブル、交通事故、テレク

ラ事件、飲酒運転等、わいせつ行為、いじめへの加担、無断欠勤、窃盗、住居侵入、金
銭トラブル、セクハラ、横領、私（公）文書偽造、諸手当（給与）の不適正受給等々

②秘密を守る義務（地方公務員法３４条）～職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはな
らない。（在職中、退職後も守秘義務あり）

③政治行為の制限（地方公務員法３６条）～全体の奉仕者として、一党一派に偏せず、政
治的中立を保つことが要請されている。政治行為の制限がある。

④争議行為の禁止（地方公務員法３７条）～全体の奉仕者として、争議行為を行ってはな
らない。

⑤営利企業等の従事制限（地方公務員法３８条）～営利目的の私企業を経営したり、その
役員となったりすることができない。（任命権者の許可を受けなれければ）



Ⅲ 教職員の不祥事と再発防止
沖縄県において発生した懲戒処分の対象となる不祥事の事例
★飲酒運転及び交通事故
★児童生徒への体罰
★わいせつ行為・セクハラ・児童買春など

（１）飲酒運転、交通事故
①飲酒運転：〇免許停止または取り消しの処分を受ける。

〇教職員は、免職、停職などの懲戒処分を受ける。
②交通事故：〇加害者は、刑事事件、民事事件に問われることも。

〇公務員の場合、禁固以上の有罪判決で失職（地方公務員法）
〇ひき逃げ、酒酔い、酒気帯び運転は厳罰に処せられる。

■交通事故を起こした場合は
〇被害者の救護を最優先
〇道路の危険防止
〇警察署、上司や所属長への報告
〇事実関係の確認

（２）体罰
①懲戒行為は、教育上の目的に応じた教育作用として行われる。慎重に行われなければ

ならない。
②教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、懲戒を加え

ることができる。ただし、体罰を加えることはできない。（学校教育法１１条）

（３）個人情報の取り扱い
①業務上、知りえた個人情報を第三者へ提供しない。口外しない。
②個人情報を含む資料、電子データの管理を徹底する。（名前、写真等も注意）
③作業中の機器（パソコンやUSB等媒体）の管理に注意する。（職員室内も）



第２章 １ ③服務等の確認事項 

 

１ 報告・連絡・相談等について 

①事故や懸案事項等は、速やかに管理者に報告する。 

②挨拶を励行する。（保護者、関係者、事務職員等も含め） 

 

２ 勤怠処理について 

①休暇申請、旅行命令簿等の事務処理は速やかに行う。 

②教職員勤務管理システム上の記録は、これまでの出勤簿に替わるもので、自分の勤務
状況を把握する上で大切なデータとなる。各種申請と提出書類等が一致しているか、
各自できちんと確認すること。また、毎月末にはエラーの修正をして、月締めを行う。 

③旅行命令簿の発令年月日は 2022 年(2023 年)で記入。月日は旅行日前日の期日を記入
する。(事前申請) 

《訪問学級》 

④病院内訪問学級への出勤後、速やかに TimeNets で「出勤」の打刻をする。 

⑤病院内訪問学級からの退勤時も、TimeNets で「退勤」の打刻をする。 

⑥年休取得については、教頭へ電話等で連絡し、休暇申請を出す。 

⑦水曜日の本校勤務のための旅行命令簿は、前の週で提出する。 

 ※「出張」扱いなので、本校のカードリーダーへの読み込みはしない。 

 

【各表簿の所在】 

・休暇処理簿 ： 事務室にて保管（特別な休暇の場合は、証明書類を提出する） 

・旅行命令簿 ： 職員室黒板側入口右（公文等の出張内容がわかる書類を添付する） 

 

３ 休憩時間について 

  ①給食指導の有無（本校・院内）により、休憩時間が異なるので留意する。 

 

４ 休暇の取得について 

①年休は残数を踏まえて計画的に取得する。（欠勤は懲戒対象）  

②連続２日以上の休暇は校長へ直接申し出る。（承認処理は、教頭→校長） 

③連続５日以上の長期休暇は、長期休業期間中に取得するよう努める。 

 ※学校閉庁日及び、リフレッシュウィークでの長期休暇の取得推進に努める。 

 

５ 服装について 

①訪問者、保護者等へ相対する前提で、適切な服装を着用する。 

②短パン、七部丈パンツは着用しない。（出退勤時の服装に注意を） 

③本校では、室内用シューズを着用する。（緊急時対応に備えて） 

 

６ 週案について 

①本校勤務者は、毎週金曜日に提出する。 

②病院内訪問学級勤務者は、毎週水曜日に提出する。 

③記入用紙は、サーバー令和３年度→No.19 指導案(週案)→それぞれの学部→個人 

   （紙文書での提出も可能） 

 



７ 駐車場について 

①校長、教頭、事務長は、事務室前へ駐車。 

②本校勤務者は、本校敷地内駐車場又は裏門側駐車場（沖縄病院側）を利用する。 

③病院内訪問学級勤務者は、水曜日は、森川ゴルフガーデンの駐車場の所定の位置に駐
車する。 

 ※森川反対側道路沿いのフェンス側が駐車スペース。奥から利用可能。 

 ※フェンス側に奥から順に駐車すること。 

 ※無償で利用させていただいています。上記の利用条件を遵守し、挨拶を心がける。 

 

８ 清掃等について 

①分担を決めて、本校、訪問学級職員、全員で対応する。 

②ゴミの分別は適切に行う。（裏紙や廃棄等する場合、個人情報に注意をして！） 

 

９ 個人情報の取扱いについて 

①業務上、知りえた個人情報を第三者へ提供しない。口外しない。 

②個人情報を含む資料、電子データの管理を徹底する。（名前、写真等も注意） 

 

10 感染症対策について 

①流行性ウイルス疾患（麻疹、風疹、水痘、ムンプス）の抗体検査を受検する。 

 ※学校からの案内に従い実施。費用個人負担なし。 

②抗体なしの場合、ワクチン接種に努める。（強制はしません） 

 ※費用個人負担なし。 

③家族にインフルエンザ等の流行性疾患の罹患者がある場合、別途定めた規程に従って
対応。 

④出勤前に検温し、熱のある場合出勤を控えるなど、事故の健康管理、感染症拡大防止
へ努める。 

 

11 パソコン利用時の留意事項 

①コンピュータ本体の近くでの飲食等は避け、水滴や粉塵等がかからないようにする。 

②コンピュータ本体の上部で液体等を移動させたりしないようにする。 

③移動時や使用時は、ケーブル等にひっかけて、落下・破損させないようにする。 

④湿気のある場所、ホコリのある場所、高温になる場所等に置かないようにする。 

⑤作業中断時の保存媒体（USB 等）の所在管理等、データ管理にも注意する。 

⑥退勤時は、机の引き出しにしまう。 

   

12 公文等の電子データの受け渡しについて 

公文等の電子データは、事務に確認後、データーが必要な担当者へ、事務から送信する。 

 

13 その他 

  ※移動、児童生徒管理等、あわてずに落ち着いて行動する。（事故防止） 

  ※出退勤時や出張等、また、その他の時においても、事故にあった場合には、自損事故、 

   物損・人身事故の区別無く、警察等の指示通り速やかに対処し、管理者に連絡する 

   こと。 



第２章 職員の服務・規則等 

２ 勤務時間、休日、休暇等に関する規則 

※ 校内サーバーから下記のフォルダにて内容を確認できます。 

サーバー「morikawa」→「管理及び学則」 

→「03 勤務時間、休日、休暇等に関する規則」 

 
 
 

３ 沖縄県教育委員会の所管する職員の勤務時間及び勤務時間の割り振り等

に関する規則 

※ 校内サーバーから下記のフォルダにて内容を確認できます。 

サーバー「morikawa」→「管理及び学則」 

→「04 沖縄県教育委員会の所管する職員の勤務時間及び勤務時間の割り振

り等に関する規則」 

 



第 2 章４ 台風の来襲による教職員の事故発生の防止のための措置について 
（通知） 

                 昭和 63 年６月１日 教義第 435 号教高第 337 号  

                 市町村教育委員会教育長、県立学校長、教育事務所長あて  

                 沖縄県教育委員会教育長 

               最終改正 平成 13 年 11 月５日 教県第 2609 号教義第 1281 号 

 

 みだしのことについては、すでに昭和 55 年４月１２日付けで通知したところであるが、今般、気象警

報・ 注意報の名称変更等が行われたため、今後は下記のとおり取り扱っていただくよう通知します。 

 なお、昭和 55 年４月 12 日付け「台風の来襲による教職員の事故発生の防止のための措置について」

は、廃止します。 

 

記 

１ 業務の停止措置について  

  小・中学校長及び県立学校長は、暴風警報（「暴風警報＋大雨警報」、「暴風警報＋洪水警報」、「暴風 警

報＋諸注意報」を含む。以下同じ。）が発令され、台風の来襲による事故発生が予想される場合、事故発

生防止のため、当該学校の業務の全部又は一部を停止するものとする。その場合、業務停止時期について

は、学校長が次の二つの要件を満たすことにより判断するものとする。 

 (1) 台風の勢力、進路、速度等を勘案し、当該区域が３時間以内に暴風域に入ることが予想されるとき。    

（2) 当該区域において、バスの運行が停止することが明らかなとき。 

 

２ 業務の再開措置について 

  学校長は、次の二つの要件のうちいずれかを満たしかつ台風の来襲による事故発生のおそれがなくな

ったと判断した場合は、停止した業務を速やかに再開するものとする。 

 (1) 当該区域が暴風域外となったとき。 

 (2) 当該区域においてバスの運行が再開されたとき。 

 なお、業務の再開時間が勤務時間終了前３時間以内になる場合にあっては、業務の再開をしなくてもよ

いものとする。 

 

３ 特別休暇の付与について 

 学校長は、業務の停止措置をした場合、特に勤務を命じた職員以外の職員に対し沖縄県職員の勤務時

間、休日及び休暇等に関する条例第 16 条第５号の規定により特別休暇を付与するものとする。 

 

４ 職員の責務について 

 職員は、暴風警報が発令された場合であっても、ただちに特別休暇が付与されるというものでないこと

に留意するとともに、業務の停止措置がなされたか否かを学校長に確認し、その指示に従うものとする。 

 

５ 特例について 

 学校長が学校の業務及び勤務の形態上本通知によることが適当でないと判断する場合又は必要と認め

る場合は、小・中学校にあっては所管する教育事務所長と県立学校にあっては県立学校教育課長又は義 

務教育課長と別途協議するものとする。 



（案） 

令和４年４月１２日 

保護者 各位 

                                               沖縄県立森川特別支援学校 

                                              校  長   新 屋 敷  誠 

                                                    （ 公 印 省 略 ）
   

 

台風来襲時の対応について 

 

  台風襲来時の児童生徒の登校、下校の対応は下記の通りとなります。 

 

記 

 

 １．暴風警報発令に伴う臨時休校について 

     暴風警報発令については、テレビやラジオ等で確認できます。 

      午前７時の時点で沖縄本島及び中南部に 「暴風警報」及び「特別警報」 が発令中 であれば 

 

 

 臨時休校 です。 

 

 ２．登校後に暴風警報が発令された場合について 

      登校後に「暴風警報」が発令された場合は、「臨時休校」のため下校 となります。 

     ※児童生徒、保護者の安全のため、速やかに児童生徒のお迎えをお願い致します。 

 

 ３．「暴風警報」解除の場合について 

    午前 ７時を基準 とし、児童生徒の対応（※１) は下記の表を参考にして下さい。 

 状 況 園児、児童、生徒の対応 給 食 

① 
午前 7 時の時点で 

「暴風警報」が発令中 の場合 
臨時休校 

 

② 

午前 7 時までに 

「暴風警報」が解除 

となった場合 

午前日課（※２) 無し 

  ※１ 病院内訪問学級も上記に準ずる。 

 ※２  本校は 12 時 40 分下校、病院内訪問学級は 11 時 50 分下校 となります。 

  

４．その他 

本資料「台風来襲時の対応について」は、学校 HP にも掲載します。 

 

 



沖縄県立特別支援学校修学旅行実施基準 

                                          

                            昭和 58 年４月 26 日教育長決裁 

改正 昭和 61 年 11 月 14 日 

改正 平成 10 年３月 31 日 

改正 平成 25 年３月 15 日 

改正 令和４年２月 15 日 

 

県立特別支援学校（以下「学校」という）の修学旅行は、この基準により実施することを原則
とする。 

 

１ 基準 

(1) 小学部については、参加者が実施学年在籍児童数の過半数以上ある場合に、県内におい  

て、教育的に考慮して選定を行い、１泊２日の日程により実施すること。この場合、宮古・    

八重山地区の特別支援学校については、往復航空機を利用することができる。 

 (2) 中学部については、参加者が実施学年在籍生徒数の過半数以上である場合に、原則とし 

て九州圏域までとし、教育的に考慮して選定を行い、３泊４日（船中泊を除く。）以内の 

日程により実施し、船舶又は往復航空機を利用することができる。 

    なお、肢体不自由教育校（肢体不自由教育部門を有する学校を含む）においては、特に 

必要な場合には関西圏域までの実施ができる。 

(3) 高等部については、参加者が実施学年在籍生徒数の過半数以上ある場合に、原則として 

広域関東圏域までとし、教育的に考慮して選定を行い、４泊５日（船中泊を除く。）以内 

の日程により実施し、船舶又は往復航空機を利用することができる。 

(4) 宮古・八重山地区の学校については、船舶を利用する場合、前各号の基準日数に往復の 

日数及び船便の都合による日数を加算することができる。 

  (5) 重篤な医療管理下にある児童生徒については、生命管理を最優先して船舶又は航空機を 

利用しない旅行地とし、１日若しくは１泊２日の日程により実施することができる。 

２ 修学旅行の計画及び実施に当たっての留意事項 

 (1)  実施計画立案の基本方針 

修学旅行は、教育課程に位置づけられた教育活動として実施するものであるので、その 

立場を明確にし、児童生徒の心身の発達並びに保護者の経済的負担等を考慮し、学校が主 

体性をもって教育的見地に立って立案し、事故の絶無を期して万全の処置を講じなければ 

ならない。 

 (2) 旅行地の選定 

旅行地は、教育的効果を主眼として選定し、保護者及び児童生徒の単なる好みによって 

選定したり、あるいは遠隔地を選定しない。特に、新しいコースを計画する場合は、十分検 

討する。 

 (3) 宿泊地の選定  

  ア  環境、宿泊施設の収容能力等十分考慮して決定する。 

  イ  一般に歓楽的な場所は、宿泊地として適切でないので慎重に選定する。 

  ウ  宿泊施設の間取図を取り寄せ、非常口の位置、避難場所等を調べ、非常の際の処置を考 

慮する。 

 (4) 実施学年及び実施回数 

各部の最高学年か又はその前学年の児童生徒について、在学中１回限り実施する。ただ 

し、学校規模によっては、複数学年合同も可とする。 
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 (5) 実施時期 

修学旅行の実施時期は、学校の年間計画、保健衛生、交通機関等の状況を考慮して実施 

する。 

 (6) 日程 

  ア 児童生徒の障害の状態に応じた日程のもとに実施する。 

イ 見学地等を多くすることは、児童生徒の疲労を増し、事故発生の原因になるので、ゆと 

りのある日程を配慮する。 

  ウ 深夜、早朝の出発、宿舎到着時刻の遅れ、夜行列車の利用等、児童生徒の疲労の原因に 

なる無理な日程は避ける。 

 (7) 経費 

  ア 衣料、カバン等の新規調製をおさえ、保護者の経済的負担の軽減に努める。 

    なお、所持金について、必要に応じて基準額を示すことも考慮する。 

  イ 旅費については、保護者の負担等を十分考慮するとともに、就学奨励費の支給も配慮す 

る。 

    ウ 経費の徴収については、一時に過重な負担にならないよう対応を考慮し、金銭の保管 

等について遺漏のないよう注意する。 

 (8) 健康診断の実施 

事前に健康診断を実施し、無理をおして参加することのないように指導する。 

 (9) 引率者 

  ア 引率責任者は校長又は副校長、教頭とする。 

  イ 女子児童生徒が参加する場合は、必ず女子教員を引率者に加える。 

  ウ 養護教諭又は必要に応じて学校医等を引率者に加える。 

  エ 小・中学部の引率者の数は、児童生徒３人につき１人を基準とする。ただし、重複障害 

学級及び車椅子利用で全面介助を要する児童生徒の引率者の数については、児童生徒の実 

態に応じ、原則として児童生徒１人につき１人を基準とする。 

  オ 高等部の引率者の数は、生徒５人につき１人を基準とする。ただし、重複障害学級及び  

車椅子利用で全面介助を要する生徒の引率者の数については、生徒の実態に応じ、原則と 

して生徒１人につき１人を基準とする。 

  カ 引率責任者並びに養護教諭又は学校医等については、エ、オに規定する引率者の数の枠 

外扱いとする。ただし、学校医等については県立学校教育課と調整する。 

  キ その他、必要に応じ県立学校教育課と調整する。 

(10) 付添い 

常時の付添いを必要とする重度、重複障害の児童生徒については、原則として保護者が 

付添う。この場合、保護者の旅費については、就学奨励費による支給を考慮すること。 

 (11) 関係保健機関への事前連絡 

修学旅行時における伝染病、食中毒の防止のため、事前に関係都道府県の衛生部長及び 

関係保健所長に対し、利用を予定している宿泊施設及び弁当調製所の衛生監督を依頼す 

る。 

 (12) 交通機関の選定と事前連絡 

  ア 交通機関の選定に当たっては、安全確保に努め、乗車･乗船及び航空機への搭乗の場合 

に定員を守り、人員の掌握ができるよう計画する。 

  イ 事前に利用する交通機関の責任者と十分な打ち合わせを行い、安全についての確認をす 

る等事故防止に留意する。 

 (13) 関係警察署への事前連絡 

各種の事故を防止するため、旅行の計画について、事前に旅行先の警察署に連絡する。 



連絡事項は、旅行の日程、参加学年及び児童生徒数、引率責任者名、宿泊施設とその所在 

地等とする。 

 (14) 保護者への連絡 

  ア 修学旅行の企画立案の段階から保護者と情報共有を図り、日程、経路、経費、利用交通 

機関、宿泊地並びに宿泊施設について、理解と協力を得るように努める。   

イ 服装、携行品、所持金等については、保護者の理解と協力を得るように努める。 

 (15) 不参加者の処置 

不参加に対しては、欠席扱いにならないように適切な指導を行い、教育的な処置を講ず 

   と。 

 (16) 旅行業者等 

     旅行業者等については、調査を十分に行ったうえで利用し、不明朗な関係を持たない 

ように注意する。 

 (17) 実施計画書の提出 

  ア 学校長は、修学旅行を実施する場合は、修学旅行実施計画書を作成し実施期日の２か月 

前までに県立学校教育課長に提出する。 

イ 修学旅行実施計画の承認後において、計画の変更がある場合は、その変更事項について 

県立学校教育課長の承認を受ける。 

３ 事前指導に当たっての留意事項 

 (1) 学習指導 

    修学旅行の目的を児童生徒に十分理解させるとともに、見学や観察の成果を高めるため 

関係教科との関連を図り、総合的な事前指導を行う。 

    なお、学習の計画に当たっては、児童生徒が自主的に取組むことができるよう指導する。 
 (2) 生徒指導 

  ア 集団行動を通して自律心を養い、自主的に集団の規律や秩序を守る態度を育成するよい 

機会であるので、道徳、学級会活動の時間等において十分指導する。 

  イ 旅行中、事故や問題行動等が発生することのないように指導する。特に、他校の児童生 

徒との間に暴力等による摩擦が生ずることのないように指導する。 

 (3) 保健指導 

    日頃から健康・安全等についての指導を徹底するとともに、校医等による保健衛生講話 

を実施し、旅行中における健康保持について、十分指導する。 

４ 旅行中の留意事項 

 (1) 非常時の処置 

  ア 不慮の事態に際しての退避・救助等については、あらかじめ、グループを編成し、非 

常口や危険箇所を周知させるなど、手落ちのないようにするとともに、日頃から非常の 

際に応ずる態度を身につけさせる。 

    イ 万一、事故が発生した場合には、すみやかに医療機関その他の関係機関に連絡をとるな 

ど、適切な措置をとる。 

    ウ 気象状況等に十分注意し、天候その他の異変の際は、予定を変更するなど、臨機応変の 

措置をとる。 

 (2) 学習指導 

ア 自然保護や文化財保護の態度を育成するとともに、見学の際は、見学のしおり等を十分 

利用させ、見学した要点をメモするよう指導する。 

    イ 車窓展望は、学習の観点から計画的に指導する。 

  ウ その日の見学の整理と反省を促す。 

 (3) 生徒指導 



  ア 自由時間であっても、単独行動は避けて、必ず班別組織において行動させ、あらゆる場 

において人員を確実に掌握できるようにする。特に盛り場徘徊、遊技場への出入り等は厳 

禁とする。なお、このような行動の規制なども、自主的、自律的に行えるよう指導する。 

  イ 車中、船中及び機内において他人に迷惑を及ぼすような行為は厳に戒めるとともに、乗 

り降り等の安全に万全を期する。 

  ウ みやげ品などを購入することは、児童生徒がこのことに気を奪われすぎたり、重い荷 

物を持つことによって、行動に支障を生じたりすることが考えられるので、十分指導する。 
なお、このことについては、保護者の理解と協力を得るようにする。 

  エ 宿泊施設においては、学習のまとめ、その日の行動の反省及び翌日の日程の確認を行う 

とともに、児童生徒としてふさわしい自覚ある行動ができるよう指導を徹底する。 

  オ 寝食をともにする修学旅行は、教師と児童生徒や児童生徒相互の人間関係を深めるよ 

い機会であるので、適切なレクリエーションを計画する等、格別の留意をする。 

  カ 問題行動の防止については、万全を期するとともに、万一問題行動が生じたときは、問 

題の事実をじん速・正確に把握し、問題の種類・程度により適宜の処置をはかる。 

 (4) 保健指導 

  ア 宿泊施設においては、翌日の学習に備え、睡眠を十分確保するよう指導する。   

イ 実施中、常に児童生徒の健康状態に注意するとともに、食物や飲料水についても、日夜 

細心の注意を払う。特に、伝染病・食中毒等の起こりやすい時期の健康管理については特 

別の配慮をするとともに、旅館等の宿泊施設に対しては、衛生に留意して調理にあたるよ 

うに注意を喚起する。 

  ウ 実施後の児童生徒の健康状態についても十分注意し、必要な措置を行う。 

５ 事後の反省、指導及び処置 

 (1) 反省 

  ア 児童生徒の反省 

    修学旅行の全般にわたり、自由に意見を交換しながら振り返らせ、その結果を記録し 

てまとめるよう指導する。 

  イ 引率者の反省 

    旅行地の選定、実施期日、日程、業者、交通機関、宿泊地、宿泊施設、児童生徒の指 

導等の全般にわたって反省し、その結果を次回の計画に参考にできるように記録する。 

 (2) 学習のまとめ 

    実施後、速やかに児童生徒に感想文等により、学習をまとめさせ、旅行報告の機会を設 

ける等、学習の深化をはかる。 

 (3) 報告書の提出等 

  ア 旅行後、事前に提出した実施計画書に即して、その実施結果を２週間以内に県立学校教 

育課長へ報告する。   

  イ 旅行に関する会計は、速やかに精算し、学校長の責任において、保護者にも会計決算を 

報告し、その承認を得るようにする。 

 

 

付記事項 

この基準は、昭和 58 年４月 26 日より施行する。 

この基準は、昭和 61 年 11 月 14 日より施行する 

この基準は、平成 10 年３月 31 日より施行する。 

この基準は、平成 25 年３月 15 日より施行する。 

この基準は、令和４年２月 15 日より施行する。 



（月・火・金）（水・金）

※病院内訪問学級で勤務する職員は，水曜日以外は各病院で勤務し，水曜日は本校で研修を行う。
※介助員並びに用務員は，学校の運営上休憩の移動もあり得る。
※教諭（本校）は、長期休業期間中の休憩時間は、教諭（訪問）と同じ時間とする。

出勤 休憩 退勤 退勤

退勤
（月・火） （木） （水・金）

介助員
（会計年度職員）

12:15 13:00 14:15 15:15
8:30

17:00

用務員
（会計年度職員）

8:30 12:15 13:00 16:00 16:15

出勤 休憩 退勤 退勤

出勤 休憩 退勤

教諭（本校）

8:30 15:15 16:00 17:00

出勤 休憩 退勤

退勤

養護教諭
図書館司書

8:30 12:25 13:10 17:00

8:30 12:15 13:00 17:00

第２章　６　　　　　職員勤務時間割り振り表
沖縄県立森川特別支援学校

職種 時間

校長　教頭
教諭（訪問）

事務職員
出勤 休憩



沖縄県立学校校務用コンピュータ及び教育用コンピュータ運用管理要綱

（平成26年２月13日教育長決裁）

（趣旨）

第１条 この要綱は、教育庁教育支援課所管の賃貸借契約により県立の高等学校、特別支援学

校及び中学校（以下「県立学校」という。）に設置された校務用コンピュータ及び教育用コ

ンピュータ（以下「学校管理コンピュータ」という。）の運用管理について必要な事項を定

める。

（用語）

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、別表に定めるところによる。

（運用管理体制）

第３条 学校管理コンピュータの適正な管理運用を行うため、総括責任者、管理責任者、運用

管理担当者及び直接管理者（以下「責任者等」という。）を置くものとする。

２ 責任者等は、次の表の職務欄に掲げる職務を担うものとし、同表の右欄に掲げる組織体制

で行うものとする。

職 務 組織体制

総括責任者 (1) 学校管理コンピュータの調達及び配付、利用状 教育支援課長

況の把握に関すること。

(2) 契約業者との調整等に関すること。

(3) 方針策定等にかかる総括事務に関すること。

管理責任者 (1) 学校管理コンピュータの適正管理にかかる指導 県立学校長

に関すること。

(2) 台帳や報告書等の作成及びソフトウェア（違法

コピーの排除等）の管理に関すること。

(3) 盗難や破損時の調査及び報告に関すること。

運用管理担当者 (1) 管理責任者の補助に関すること。 学校担当者

(2) 学校管理コンピュータの適正な管理に関するこ (担当教職員)

と。

直接管理者 (1) 配付された校務用コンピュータの適正な管理に 教職員

関すること。

(2) コンピュータ教室等における教育用コンピュー

タの適正な管理に関すること。

第２章　７



（管理責任者の責務）

第４条 管理責任者は、学校管理コンピュータが適正に管理されているかを確認し、紛失や盗

難がないよう、直接管理者に対し指導を行うものとする。

（運用管理担当者の指名及び報告）

第５条 管理責任者は、学校管理コンピュータの適正管理のため、年度当初に運用管理担当者

を指名するものとする。

２ 運用管理担当者の構成は、教員及び事務職員とし、主担当者１名、副担当者を１名以上設

置するものとする。

３ 管理責任者は、毎年４月末日までに、学校管理コンピュータ運用管理担当者報告書（第１

号様式）を作成し、総括責任者へ報告するものとする。

４ 管理責任者は、年度途中で運用管理担当者を変更した場合は、学校管理コンピュータ運用

管理担当者報告書を作成し、速やかに総括責任者へ報告するものとする。

（管理台帳等の作成及び報告）

第６条 管理責任者は、次の各号に掲げる事項に留意のうえ、学校管理コンピュータ管理台帳

（第２号様式）及び教育用コンピュータ周辺機器管理台帳（第３号様式）を作成し、当該県

立学校内に据え置くものとする。

(1) 学校管理コンピュータ管理台帳及び教育用コンピュータ周辺機器管理台帳は毎年４月末

日までに作成すること。

(2) 総括責任者は、業務上必要な場合においては、管理責任者へ当該台帳等の報告を求める

ことができるものとする。

２ 校務用コンピュータの増減、又は使用する教職員の変更がある場合は、校務用コンピュー

タ増減及び使用者変更調書（第４号様式）により統括責任者へ届け出るとともに、その指示

に従うものとする。また、変更内容については、遅滞なく学校管理コンピュータ管理台帳に

反映させるものとする。

（学校管理コンピュータの管理）

第７条 学校管理コンピュータは、情報資産であるとともに契約期間満了後は契約業者へ返還

する賃借物件であることを留意のうえ、適正に管理するものとする。

２ 直接管理者は、配付された学校管理コンピュータについて、第８条から第14条に規定する

管理、運用に関する事項を遵守し、適正に管理するものとする。

３ 直接管理者は、次の各号に掲げる事項に留意のうえ、破損、紛失、盗難防止等に努めなけ

ればならない。

(1) 学校管理コンピュータに重いものを載せたり、電源コード、ネットワーク、付属機器の

配線や接続部分に負荷をかけたりしないこと。

(2) 退勤時には利用教室等の確認を行い、ノート型パソコン等は引き出し等に収納し、可能

な限り施錠すること。

４ 総括責任者は、管理責任者からの報告により直接管理者が適正な管理を怠ったと認めた場

合は、当該直接管理者及び管理責任者に対し是正勧告を行うものとする。



（私的使用の禁止）

第８条 直接管理者は、学校管理コンピュータを校務以外のインターネット利用、ゲームへの

使用等一切の私的な使用に供してはならない。

（移動及び持ち出しの禁止）

第９条 学校管理コンピュータは学校へ設置したものであり、原則として当該設置箇所から移

動してはならない。

２ 直接管理者は、学校管理コンピュータを学校外へ持ち出してはならない。ただし、校務上

やむを得ない理由により持ち出す必要が生じた場合は、学校管理コンピュータの学校外持ち

出し承諾書（第５号様式）により管理責任者の承諾を得なければならない。

３ 前項の持ち出しにより情報の逸失、漏えい等情報セキュリティ事案が生じた場合は、沖縄

県立学校情報セキュリティ対策基準（平成25年３月19日教育長決裁。以下「セキュリティ対

策基準」という。）に基づき処理するものとする。

４ 持ち出しにより破損、盗難等が生じた場合は、管理責任者の責任において速やかに総括責

任者へ報告するとともに、その指示に従うものとする。

（ソフトウェアのインストール及び周辺機器の接続）

第10条 学校管理コンピュータにかかるソフトウェアのインストール、周辺機器の接続につい

ては、次の各号に掲げる事項により処理するものとする。

(1) ソフトウェアインストールの禁止

直接管理者は、許可なく学校管理コンピュータの配付時に搭載されているソフトウェア

（以下「標準搭載ソフトウェア」という。）以外のソフトウェアについては、原則として

インストールしてはならない。また周辺機器の接続を行ってはならない。

(2) ソフトウェアインストール協議書及び周辺機器接続協議書

管理責任者は、業務上、業務情報システム用のソフトウェアを含み標準搭載ソフトウェ

ア以外のソフトウェアをインストールする必要がある場合は、学校管理コンピュータソフ

トウェアインストール協議書（第６号様式）により、また、周辺機器の接続が必要な場合

は、学校管理コンピュータ周辺機器接続協議書（第７号様式）によりあらかじめ総括責任

者に協議しなければならない。

(3) ソフトウェアインストール検討結果通知書及び周辺機器接続検討結果通知書

総括責任者は、前号に基づく協議を受けたときは、関係者と協議し、その必要性、学校

管理コンピュータの性能やネットワークとの適合性、セキュリティ上の問題及び障害発生

の危険性等を総合的に勘案の上、その可否を決定し、学校管理コンピュータソフトウェア

インストール検討結果通知書（第８号様式）又は学校管理コンピュータ周辺機器接続検討

結果通知書（第９号様式）により、当該管理責任者へ通知するものとする。

(4) ソフトウェアの著作権及び使用許諾契約

管理責任者は、新たなソフトウェアのインストールを行う場合においては、著作権法及

び当該ソフトウェアの使用許諾契約を遵守しなければならない。



(5) ソフトウェアの変更等

第２号の規定は、学校管理コンピュータにインストールしたソフトウェアの変更又は不

要になった場合に準用し、速やかにその旨を総括責任者へ報告しなければならない。

(6) ＵＳＢ接続による記録媒体の運用

管理責任者は、原則として私物のＵＳＢ接続による記憶媒体（記憶装置を含む。）を端

末機器に接続させてはならない。ただし業務上の理由から必要があると判断した場合には、

次に掲げる事項を遵守のうえ使用できるものとし、この場合、第２号及び第３号の手続き

を省略することができるものとする。

ア ＵＳＢ接続による記録媒体の利用は、情報セキュリティ上のリスクを伴うことを認識

の上、セキュリティ対策基準に基づく記録媒体及び情報資産の管理が行われること。

イ 情報の取り扱いの際に確実にウィルスチェックが実施されること。

ウ 自動実行機能を使用せず、必要なフォルダあるいはファイルにのみアクセスすること。

エ 取り外し運用される記録媒体については、利用者認証又は暗号化の機能を有し、適切

に機能していること又は、格納する情報に対し同様の処置が施されていること。

（障害・事故発生時の対応手順）

第11条 学校管理コンピュータに障害が発生した場合には、次の各号に掲げる事項により対応

を行うものとする。

(1) 直接管理者は、ハードウェア又はソフトウェアに障害が発生した場合には、運用管理担

当者に連絡し、その指示に従わなければならない。

(2) 運用管理担当者は、前号により直接管理者から障害の報告があった場合は、自ら復旧に

あたるものとする。なお、自ら復旧できない場合においては、契約事業者又は統括責任者

に連絡し指示を受けること。

(3) 管理責任者は、学校管理コンピュータの紛失・盗難が発生した場合は、すみやかに統括

責任者に連絡し、指示に従うものとする。また、当該状況について学校管理コンピュータ

の紛失・盗難報告書（第10号様式）により報告をすること。

（障害発生時の留意事項）

第12条 第10条に基づくソフトウェアのインストール及び周辺機器の接続（以下「ソフトイン

ストール等」という。）後、障害が発生し、同障害がソフトインストール等に起因するもの

であると総括責任者が判断した場合には、その復旧については当該管理責任者の責任におい

て対応するものとする。

２ 総括責任者は、ソフトインストール等が原因で、障害が発生したと判断される場合には、

当該管理責任者へ同ソフトウェアのインストール禁止、削除並びに周辺機器の切り離しを命

ずることができる。

（基本設定変更及び改造の禁止）

第13条 直接管理者は、パソコンの動作環境、ネットワーク運用の根幹に関するＢＩＯＳ、コ

ンピュータ名、ネットワーク設定及びセキュリティ設定等の学校管理コンピュータの基本設

定について、総括責任者の許可なく変更してはならない。



２ 直接管理者は、メモリー、ハードディスク、CPU（中央演算処理装置）等本体の仕様にか
かる増設、取替え、取り外し等の一切の改造をしてはならない。

（セキュリティ対策）

第14条 直接管理者は、セキュリティ対策基準に基づき、次の各号に掲げる事項について遵守

し、管理責任者はこれを指導するものとする。

(1) ウィルス対策ソフトを無効化してはならない。

(2) 学校管理コンピュータのメールシステム、業務情報システム等へのアクセスする際のパ

スワードの省略設定、記憶設定を行ってはならない。

(3) 学校管理コンピュータのファイアウォールを無効化してはならない。

（違反事案への対応）

第15条 総括責任者は、本要綱に違反した者に対して、学校管理コンピュータの使用制限もし

くは回収を行うことができるものとする。

２ 不適切な管理による破損、紛失、盗難等が生じた場合には、その復旧等に要する経費につ

いては当該県立学校または違反者が負担するものとする。

（費用の負担）

第16条 学校管理コンピュータの維持管理等に要する費用について、次の各号においては当該

県立学校又は教職員個人が負担するものとする。

(1) 学校管理コンピュータにかかるプリンタトナー等の消耗品に要する経費。

(2) 不適切な管理による破損、盗難等にかかる復旧に要する経費。

(3) 学校管理コンピュータの移動及び持ち出しによる障害復旧に要する経費。

(4) ソフトインストール等に起因する障害復旧に要する経費。

２ 費用負担について疑義が生じた場合は、必要に応じて、総括責任者、当該管理責任者及び

運営管理担当者と協議し、別途定めるものとする。

（委任）

第17条 この要綱に定めるもののほか、学校管理コンピュータの運用管理に関し必要な事項は、

教育支援課長が別に定める。

附 則

１ この要綱は、平成26年４月１日から施行する。

２ 「沖縄県立学校教育用コンピュータ等運用管理要綱」は、この要綱の施行日をもって廃止

する。

３ この要綱の施行時において、第５条及び第６条の報告書、台帳については平成26年４月末

までに作成する。

また、既にインストール等を行っている場合は、平成26年５月末日までに第10条の規定に

基づき協議しなければならない。



別表（第２条関係）

用 語 用 語 の 意 義

校務用コンピュータ 教育情報化推進事業等により県立学校に設置した、教職員が使用す

る教職員用コンピュータ及び付属機器をいう。

教育用コンピュータ 県立学校に在籍する幼児児童生徒が使用する機器であり、校務用コ

ンピュータ以外の県立学校に設置した学習用コンピュータ、サーバ、

プロジェクタ、スクリーン、書画カメラ、プリンタ、スキャナー等

及び付属機器をいう。

学校担当者 県立学校長により指名された当該県立学校における学校管理コンピ

ュータ運用管理担当の教職員をいう。

ソフトウェア ワープロ、表計算、データベース等パソコン上で動作するアプリケ

ーションプログラムをいう。

ハードウェア コンピュータを物理的に構成している回路やフレーム（外箱）、周

辺機器といった装置の総称をいう。

周辺機器 有線、無線を問わず学校管理コンピュータに接続して使用する付属

機器をいう。

ダウンロード インターネット等外部のネットワークを介してソフトウェアやファ

イル等をコンピュータ等へ保存することをいう。

インストール ソフトウェアをコンピュータ等へ導入し、使用できる状態にするこ

とをいう。

ファイアウォール 組織内のコンピュータネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐ

システムをいう。

業務情報システム 各学校において業務を処理するために開発あるいは導入された情報

システムをいう。

ＢＩＯＳ コンピュータの最低限の入出力機能を制御するプログラム群をい

う。



第３章 ２ 運営に関する規定 

 

１ 学部主事、校務分掌及び学級担任の職務に関する規定 

 (1)学部主事の職務 

   学部主事は当該学部の責任者として、校長、教頭及び教務主任と連携を密にし、主として次の 

  事項を行う。 

  ① 当該学部の事務の配分、調整 

  ② 学部経営案の作成 

  ③ 学部会の企画運営 

  ④ 学部に関する諸検査、行事に関する計画・運営 

  ⑤ 時間割の作成 

  ⑥ 学部・学年・学級 PTA の運営に関すること 

  ⑦ その他当該学部に関する重要な事項 

 (2)保健主事の職務 

   保健主事は校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理にあたる。 

 (3)校務分掌主任の職務 

   校務分掌主任は部の責任者として、校長、教頭と連絡を密にし、主として次の事項を行う。 

  ① 当該部の企画運営 

  ② 年間活動計画の作成 

  ③ 当外部の事務の配分、調整 

  ④ 関係公文書の処理、保管 

  ⑤ 関係予算資料の作成 

  ⑥ その他当該部に関する事項 

 (4)学級担任の職務 

   学級担任は学部主事と連絡調整をし、主として次の事項を行う。 

  ① 学級経営案の実務を行う。 

  ② 児童生徒に関する諸検査 

  ③ 児童生徒の生活指導及び健康管理 

  ④ 児童生徒の進路指導 

  ⑤ 児童生徒の出欠に関する事務 

  ⑥ 諸表簿の整理・保管 

   ・指導要録の記入 

   ・出席簿の記入と保管 

   ・個別の教育支援計画（移行支援計画）の作成 

   ・個人記録簿の記入と保管 

   ・その他 

  ⑦ 教室経営 

  ⑧ 保護者との連絡調整 

  ⑨ その他 

 

 



２ 職員の週番の職務に関する規定 

 (1)週番は原則として本校職員と訪問職員との組み合わせで、その割り当ては教務主任が行う。 

（本校職員は月・火・木・金曜日、訪問職員は水曜日を担当する。） 

 (2)週番は次の事項を主たる任務とする。 

  ① 職朝用のパソコンの準備片付け 

② 職員朝会の司会・記録・マイク 

  ③ 校舎内の戸締まりの確認・アラームセットの校内放送 

  ④ コーヒーポット・流し台等の片付け 

  ⑤ 職員室等のゴミ収集・ゴミ捨て 

 (3)週番の勤務は毎週月曜日から金曜日までとする。 

３ 会議に関する規定 

 【職員朝会】 

 (1)職員朝会は毎朝 8 時 30 分～8 時 40 分の間に行う。 

  ① 全体職朝・・・・・月、水 

  ② 職員朝会・・・・・火、金 

  ③  学部職朝・・・・・木 

   ※必要に応じて変更可能とする。 

 (2)全体職朝には全職員が参加する。 

 (3)職員朝会は次の事項を行う。 

  ① 日程の読み上げ（司会） 

  ② 日程の補足説明 

  ③ 児童生徒の登校及び健康状態 

  ④ その他の連絡事項（事前に教務支援システムの特支版職朝連絡票に記載） 

  ⑤ 教務、事務長、教頭、校長の順番で連絡 

 (4)司会と記録は週番が行う。 

 【職員会議】 

 （機能） 

 第 1 条 職員会議は学校の円滑な運営を図るため学校運営に関する重要事項を審議し、業務の連絡調 

     整を行う。 

 （組織） 

 第 2 条 職員会議は本校職員を以て組織する。 

 （招集） 

 第 3 条 職員会議は校長が招集する。 

 （定例会） 

 第 4 条 定例の職員会議は毎月第４水曜日とするが、行事等により変更することができる。必要があ 

     る場合は適宜臨時に開くことができる。 

 （司会） 

 第 5 条 職員会議の司会は週番があたる。 

 （議題） 

 第 6 条 職員会議における議題は原則として、企画委員会の前日までに教務主任に提出する。 

 （記録） 

 第 7 条 記録は週番であたる。   



第３章 ３ ① 教育支援委員会規程 
 

(目的) 

第 1 条 この規定は、児童生徒の障害の状態や実態、特性等に応じた適切な教育支援を推進するため
に必要な事項を定めるものとする。 

 

(組織) 

第 2 条 教育支援委員会は、校長、教頭、各学部主事、支援部、庶務・学籍（※）、学級担任・担当、
養護教諭（※）で構成する。 

  ※は、必要に応じて参加する。 

 

(任務) 

第 3 条 委員会の任務は、次の通りとする。 

 (1) 教育措置変更についての審議と就学支援 

  ① 小学校、中学校への転学 

   (学校教育法施行令第 6 条の 2：視覚障害者等でなくなったもの/学校教育法施行令第 6 条の 3

に該当すると思料されるもの) 

  ② 障害の異なる特別支援学校への転学児童生徒の審議と就学支援(義務教育対象者) 

  ③ 病院内訪問学級から本校通学または本校通学から病院内訪問学級への変更 

 (2) 児童生徒の実態把握と一般学級、重複障害学級編成についての審議と判定 

 (3) 県教育支援委員会ならびに市町村教育支援委員会との連携 

 (4) その他、教育支援に係る事項の審議 

 

(会議) 

第 4 条 第 3 条の(1)及び(2)についての会議は、8 月及び 11 月に開催する（※本校在校生に関する次
年度の教育措置変更について県への報告は 12 月〆切）。また各学部の新・転入生の重複障害者
(等)についての審議は、2 月に行う。その他、必要に応じて随時開催する。 

 

第 5 条 提案する事項は学年・学部で話し合い、必要な資料を委員会に提出する。 

  

第 6 条 委員会の記録、司会は支援部で行う。尚、病院内訪問学級の転学に関する委員会については、
学籍が主催する。 

 

 

(附則) 

 この規定は、平成 31 年 3 月 30 日に一部改正施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 ３ ② 森川特別支援学校における重複の判定に関する指針 

1 重複（併せ有する他の障害）についての考え方 

（1）学校教育旅行会第22条の3に基づいて、2つ以上併せ有する際に申請を行うこととする。 

（2）併せ有する他の障害についての記入は、参考資料【2】をもとに記入する。 

（3）「てんかん」については、服薬していてもコントロールされておらず、発作を重ねることで重

度化する場合、「Ｅ２」と記入する。 

  

2 重複申請資料の作成について 

（1）担任は申請を検討している児童生徒についてよく観察をし、参考資料【1】に基づいて資料作

成を行う。また、作成にあたっては、保護者の同意を得る。 

（2）小→中、中→高と進学の際の申請は学部間の連携を密に取り、双方の学部で確認を行い、現在

在籍している学部で申請を行う。 

（3）障害名、病名、療育手帳や身体障害者手帳の程度、日常生活の様子、行動の特性、学習の様子

などを記入する。また、特に障害の進行や退行がある場合は明記する。 

（4）障害名、病名については、医師の診断書に基づいて記入する。 

例）脳性マヒ、難聴、難治性てんかん、肢体不自由など 

（5）新たな措置変更に関する審議については、原則として、新小1、新小4、新中1、新高1の学年と  

する。ただし、進行性の障害や事故などで実態が大幅に変動した児童生徒については、その限

りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜参考資料＞ 
 

【1】 学校教育法施行令 

 

第六条の二 特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等でなくなったものがある

ときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する特別支援学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又

は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。 

第六条の三 特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒でその障害の状態、その者の教育上必要

な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情の変化により当該学齢児童又は

学齢生徒の住所の存する市町村の設置する小学校、中学校又は義務教育学校に就学することが適当

であると思料するもの（視覚障害者等でなくなつた者を除く。）があるときは、当該学齢児童又は

学齢生徒の在学する特別支援学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する

都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。 

 

【2】 併せ有する障害の略記号（県立特別支援学校の学級編成基準 資料より）   

区分 略記号 障害の程度 

視覚障

害者 

 

Ａ１ 

両眼の視力がおおむね 0.3 未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のも

ののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識

が不可能又は著しく困難な程度のもの 

聴覚障

害者 
Ｂ１ 

両耳の聴力レベルがおおむね 60 デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用

によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの 

知的障

害者 

Ｃ１ 
1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁

に援助を必要とする程度のもの 

Ｃ２ 
２ 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会

生活への適応が著しく困難なもの 

肢体不

自由者 

Ⅾ1 

１ 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、食事、衣服の着脱、

排泄等の動作や描画等の学習活動のための基本的な動作が不可能又は困難な

程度のもの 

Ⅾ2 
２ 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医

学的観察指導を必要とする程度のもの 

病弱者 
Ｅ１ 

１ 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の

状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 

Ｅ２ ２ 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの 

 備考 

  1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力に 

よつて測定する。 

  2 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。 

     ※この表は学校教育法施行令第 22 条の 3 に略記号を割り振ったものである。 



【3】 特別支援学校（病弱）の対象 

 

一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又 

は生活規制を必要とする程度のもの 

二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの 

                   （学校教育法施行令第22条の3） 

 

※ 以下は、「障害のある子どもの就学支援と就学事務の手引き」(第2版) 平成30年3月 沖縄県教育委員

会より 抜粋(p59～p60) 

 

ア 第一号 

 ～中略～ 

 病弱で「継続して医療を必要とするもの」とは、病気のため継続的に医師からの治療を受ける必要があ

るもので、医師の指導に従うことが求められ、安全面及び生活面への配慮の必要度が高いものをい

う。例えば、小児がんの子供のように、医師や看護師が常駐している病院に長期の入院を必要とす

るもの退院後も安全及び生活面に綿密な配慮を必要とするもの、自宅や施設等で常時医療を受ける

ことができる状態にある者などが考えられる。 

 病弱で「継続して生活規制を必要とするもの」とは、安全及び生活面への配慮の必要度は高く、日常生

活に著しい制限を受けるものの、医師の治療を継続して受ける必要はないものをいう。例えば、色

素性乾皮症（ＸＰ）の子供が、紫外線にあたらないように留意しながら自宅で療養するなど、安全

及び生活面への綿密な配慮と著しい生活規制のもとで生活をしているものなどが考えられる。 

  ～中略～ 

この「その他の疾患」には、多くの疾患が含まれている。例えば、糖尿病等の内分泌疾患、再生不

良生貧血、重症のアトピー性皮膚炎等のアレルギー疾患、心身症、うつ病や適応障害等の精神疾

患、高次脳機能障害などがある。近年は、自閉症や注意欠陥多動性障害と診断されていた子供が、

うつ病や適応障害等の診断を受けて、年度途中に特別支援学校（病弱）に転入してくることが増え

ており、その中には不登校の経験や、いじめ、虐待を受けた経験のある子供が多い。 

 このように、身体の病気や心の病気を含め対象となる病気の種類は多い。特別支援学校(病弱)に

就学するには疾患名だけでなく、病気や障害の程度が第一号及び第二号に示されている程度のもの

であることに留意する必要がある。 

 

イ 第二号  

 身体虚弱で「継続して生活規制を必要とするもの」とは、病弱ではないものの、安全及び生活面につい

て配慮する必要性が高く、日常生活において著しい制限を必要とするものをいう。 

 

 

 

 



特別支援教育部の体制について 

令和４年４月  

Ⅰ 取り組みの目的 

  今年度の学校経営の方針や重点努力目標をふまえ、校内をはじめ、地域の特別支援教育のセンター校

として、 

 1 関係機関とより連携し、ニーズに沿ったとぎれることのない具体的な支援や支援体制の構築を図る。 

 2 研修部や関係部署と連携して教師の資質向上を目指した研修への取り組みをすすめ、多種多様なニ

ーズに応える相談活動や、地域のセンター的役割を学校全体で推し進める。 

Ⅱ 分掌内容 

校内支援(病院内) 地域支援（センター的役割） 

○院内学級における教育相談 

 ・保護者への転学等の説明 

 ・転入時カンファレンスの開催 

○関係機関との連携 

 ・転出時カンファレンスの設定 

 ・病棟との連携 

 ・病棟保育士、心理士、ＣＬＳ（ﾁｬｲﾙﾄﾞﾗｲﾌｽ

ﾍﾟｼｬﾘｽﾄ）との連携 

（病棟行事への協力） 

○ケース会議の開催 

○特別支援教育の情報提供 

○ＤＮＴの開催（各病院） 

○スクールカウンセラーとの連携、調整 

○教育相談件数の記録 

○学校生活における教育相談 

 ・児童生徒等のケース支援会議など 

○スクールカウンセラーとの連携、調整、報告(毎

月) 

○地域からの教育相談 

 ・電話相談、発達相談、就学相談、学校見学等 

○近隣市町村内の小中学校の教育相談の依頼に

応じて、授業観察や助言等を行う。 

 ・公文の発送 

 ・教育相談パンフレットの作成 

○志願前相談の事前の教育相談と入選委への参

加 

○研修等の受け入れ（近隣の小中学校への校内研

修の案内、研修依頼による講師の派遣） 

○就学支援委員として 

 就学幼児児童の面談及び資料作成、判定会議参

加 

○教育センターの巡回相談員（１年間） 

○教育相談件数の記録、教育センターへの報告 

○巡回アドバイザー 

 県からの委任 … 学校からの支援要請に応

じて出向き、教員に対して指導内容や方法等に

関する助言等を行う。 

○特別支援教育に関する情報提供（研修、資料、

図書の紹介） 

○研修の企画、実施（教員の専門性の向上を図る 

  … 研修部と連携 

○病弱特別支援学級との情報交換・連携 

校内支援(本校) 

○生徒、保護者の教育相談 

○個別の教育(移行)支援計画の策定に関する事 

○ケース会議実施における連絡調整 

○スクールカウンセラーの校内呼びかけ、時間調

整(コーディネーターと連携) 

○志願前相談の事前の教育相談 

○新入生や個別対応を要する児童生徒の登校、授

業及び集団参加の方法についての提案 

○保護者ゆんたく会の計画･実施（学期に１回） 

… PTA と連携 

○支援部便りの発行（学期に 1 回） 

○就学支援(教育支援)委員会の実施に関する事 

 



校内支援体制について             

  

    

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ケース会議》 
必要に応じて、外部機関との連携 
 教育機関・医療機関・ 
 福祉機関・労働機関・その他 

本人のニーズ 

保

護

者

の

願

い 

担

任

の

気

づ

き 

《校内支援会議》 
支援部、児童生徒担当者、学部主事 
必要に応じて、管理者、養護教諭、その他 

支  援 

評価 

情報交換 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

見直し 
ケース支援会議の設定 
連絡調整 

一
次
支
援 

 

学
級
・学
年
支
援 

二
次
支
援 

各
学
部
支
援 

三
次
支
援 

校
内
支
援 

四
次
支
援 

外
部
機
関
と
の
連
携 

※
＊管理者には、随時報告 

＊緊急時には管理者が即時対応する。 

支援部から

の報告 

学級・学年での配慮と支援 
・学級・学年内での共通理解 
・学級・学年で具体的な支援を行う 
・保護者との共通理解、連携 

各学部内での支援 
・各学部内での共通理解 
・具体的な目標を設定する 
・保護者の支援を行う 

担当者から

の報告 

本校部会、院内部会にて 

それぞれ情報共有 



＝参考資料＝ 

●特別支援教育コーディネーターって？ 

 特別支援教育コーディネーターは、教育的ニーズのある子どもを支援するために小・中学校又は

盲・聾・養護学校において、学校内外の調整機能を果たす役割を担う者として、「今後の特別支援

教育の在り方（最終報告）」（平成１５年３月）で提言された。 

 

  

   

 コーディネーターを校務として明確に位置づけることにより、学校内の教職員全体に対して特別

支援教育の理解を進め、学校内の協力体制を構築するとともに、小・中学校又は特別支援学校と関

係機関との連携や協力体制の整備を図るねらいがある。 

 （具体的な役割として） 

① 学校内の関係者との連絡調整 

② 校内の保護者や教員の相談窓口 

③ 地域支援 

 

●地域のセンター的機能って？ 
 特別支援学校の行う助言又は援助 

  平成１９年４月から施行される改正された学校教育法には、今後、特別支援学校においては、

第７２ 条の目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校または

中等教育学校の要請に応じて、教育上特別の支援を必要とする児童、生徒又は幼児の教育に関し

必要な助言又は援助を行うよう努めるものと明言されています。 

         （学校教育法 第７４条） 

 

センター的機能の内容 

ア 小中学校等の教員への支援機能 

   個々の児童生徒の指導に関する助言・相談、個別の教育支援計画の策定に当たっての支援など 

イ 特別支援教育に関する相談・情報提供機能 

   地域の小・中学校等に在籍する児童生徒等や保護者への教育相談、幼稚園等における障害のあ       

る幼児への教育相談など 

ウ 障害のある幼児児童生徒への指導・支援機能 

  小・中学校の児童生徒を対象とする通級による指導やいわゆる巡回による指導、就学前の乳児  

や幼児に対する指導・支援など 

エ 福祉、医療、労働などの関係機関等との連絡・調整機能 

  個別の教育支援計画の策定の際の医療、福祉、労働などの関係機関等との連絡・調整など 

オ 小・中学校等の教員に対する研修協力機能 

カ 障害のある幼児児童生徒への施設設備等の提供機能 

 

提言した背景 



第３章 ４ 沖縄県立森川特別支援学校衛生委員会規約 
 
 （主 旨） 
第１条 この規約は、沖縄県立学校職員安全衛生管理規則第 24 条の規定に基づき、沖縄

県立森川特別支援学校衛生委員会（以下委員会とする）の組織及び運営に関する
必要な事項を定めるものとする。 

 
 

 (目 的) 
第２条 委員会は、職員の安全及び健康の確保や快適な職場環境の形成の促進について、 

調査審議し、校長に対して進言することを目的とする。 
 

 
（審議事項） 
第３条 委員は前条の目的を達成するために､次の事項について審議し、それを推進す
る。 
   （１）教職員の健康障害防止、健康保持増進のための対策 
   （２）長時間にわたる労働による教職員の健康障害の防止対策 
   （３）教職員の精神的健康の保持増進を図るための対策 
 
 
（組 織） 
第４条 委員会は、次の委員をもって組織する。 
   （１）安全衛生責任者（校 長） 
   （２）衛生管理者（免許所持者）及び校長が任命する者 
   （３）教頭、事務長、養護教諭、教務主任、部主事、訪問代表、職場代表、保健主

事(養護教諭)等 
       
 
（役 員） 
第５条 委員会に次の役員を置く。 
   （１）議長（校 長） 
   （２）幹事及び書記（教頭、その他職員） 
 
 
（役員の職務） 
第６条 役員の職務は、次のとおりとする。 
   （１）議長は、この委員会を代表し、会務を総括する 
   （２）幹事は、会議の企画運営に参加し、資料等の準備にあたる 
   （３）書記は、会議録の整理保管、その他必要な事務を行う 
 
 
 (委員の任期) 
第７条 委員の任期は１年とする。但し、再任を妨げない。 
 
 
 (会議） 
第８条 会議は、議長が招集し、必要に応じて、開催する。 



第３章 ５ ① 森川特別支援学校ネットワークの管理運用規定 

 

 

（ネットワーク運用） 

１ この規定は、「IT 教育センターネットワーク管理運用規定」を受けて、本校におけるネットワー
ク利用について必要な事項を定めるものである。 

２ ドメイン名、学校代表ネットワークは次の通りとする。 

一 ドメイン名  ：「morikawa-sh.open.ed.jp」  

二 メールアドレス：「school@morikawa-sh.open.ed.jp 

 

３ 本校における適正なネットワークの利用や、校内システムの管理・運用の確保に努めるため、「ネ
ットワーク管理委員会」を設置する。 

４ ネットワーク管理委員会は、校長、教頭、教務及び情報担当職員その他必要と認める職員を委員
として構成する。 

５ ネットワーク管理委員会は、委員の中からネットワーク管理担当者２名（正、副）を選出し、関
係機関等との連絡調整にあたる。 

６ ネットワーク管理委員会は、ネットワークの適正利用を図るため、次の事を行う。 

(１) ネットワーク及びインターネットの利用状況の把握 

(２) ネットワーク上でのトラブル等への適切な対応 

(３) 児童生徒のネットワークを利用した情報の発信・受信に係る指導の推進 

(４) 不要となった情報の破棄及び消去 

(５) メールアドレス及びパスワードの管理及び漏洩防止 

(６) 学校 Web ページの作成及び管理 

(７) 発信・受信された電子メールの適正な管理及び処理 

(８) 学校内のコンピュータウィルス対策 

(９) 職員の公務処理情報のセキュリティに関する指導と管理 

(10) 教育用ネットワーク設定資料等管理資料の整理と保管 

 

７ 校内ネットワークを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。 

(１) 本校職員 

(２) 本校生徒 

(３) その他ネットワーク管理委員会が適当と認めた者 

 

８ ネットワーク利用は、原則として教育研究を目的とするもの及び児童生徒の教育活動とする。 

 

９ ネットワークの利用に当たって、次の各号に掲げる行為は禁止する。 

(１) ユーザーID の第三者への譲渡、貸与 

(２) パスワードの第三者への開示 

(３) プライバシー及び著作権等の法令に定める権利の侵害 

(４) ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為 

(５) 他人を誹謗・中傷するような行為 

(６) 営利を目的とした行為 

(７) 不正な利用またはそれを助ける行為 

(８) 他者のプログラムやデータ等を独断で改変または破壊する行為 

(９) その他法令及び社会慣行に反する行為 

 

10 利用者がこの規定に違反した場合は、「ネットワーク管理委員会」はその利用を停止または禁止す
ることができる。 

 

































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















































智徳
四角形

智徳
四角形

智徳
四角形

智徳
タイプライターテキスト
沖縄県立森川特別支援学校 

智徳
タイプライターテキスト
森川　太郎 



職員健康診断票（裏面）

職員健康診断票の記入のながれ
①各職員で人間ドック等健診を受診する。

②各職員に人間ドック等健診結果が郵送される。

③事務室より各個人の職員健康診断票を受け取る。

④必要事項を記入する（記入例を参照）。

⑤１週間以内に担当教頭に健診結果のコピーと職員健康診断票を提出。
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